
　平成26年4月1日より消費税率が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分（社会保障財源化分）に

ついては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　六ヶ所村の平成29年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

76,183 千円

3,065,875 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

460,036 236,875 0 620 6,757 215,784

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

139,036 0 0 0 4,222 134,814

児童福祉事業
（子育て支援事業）

1,305,644 185,729 0 90,705 31,253 997,957

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

413 0 0 0 13 400

その他 62,430 1,734 0 0 1,843 58,853

小　計 1,967,559 424,338 0 91,325 44,088 1,407,808

国民健康保険事業
（繰出金）

182,866 38,423 0 0 4,386 140,057

介護保険事業
（繰出金）

170,468 0 0 0 5,177 165,291

後期高齢者医療事業
（繰出金）

49,372 0 0 0 1,499 47,873

その他 45,695 0 0 0 1,387 44,308

小　計 448,401 38,423 0 0 12,449 397,529

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

456,227 2,538 0 0 13,777 439,912

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

28,653 0 0 0 870 27,783

健康増進事業
（がん検診事業等）

161,443 348 0 64 4,890 156,141

その他 3,592 0 0 0 109 3,483

小　計 649,915 2,886 0 64 19,646 627,319

3,065,875 465,647 0 91,389 76,183 2,432,656

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

合　　計

社会福祉

社会保険

保健衛生

その他

分　類 事　業　名
平成29年度
決算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債 その他

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　


